
          

要 

旨 

 

一
九
九
〇
年
代
前
半
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
解
体
に
伴
う
紛
争
を
通
じ
て
助
長
さ
れ

た
諸
民
族
相
互
の
不
信
感
を
払
拭
し
、
信
頼
醸
成
を
う
な
が
す
た
め
に
、
国
際
社
会
の
支
援
の

下
で
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
が
歴
史
教
育
を
通
じ
た
和
解
の
試

み
で
あ
り
、
本
稿
で
は
各
国
政
府
の
対
応
や
専
門
的
な
歴
史
研
究
の
動
向
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
後
継
諸
国
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
試
み
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
で
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
と
と
も
に
「
歴

史
の
見
直
し
」
が
進
行
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
歴
史
教
育
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
実
際
に
は
各
国
が
独
立
し
て
か
ら
、
各
々
の
国
民
統
合
を
は
か
る
た
め
に
歴
史
教
育
を
再

構
築
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
か
つ
て
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
を
「
我
々
」
と
み
な
す
一

方
、
フ
ァ
シ
ス
ト
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
敵
対
す
る
「
他
者
」
と
み
な
し
た
よ
う
な
二
元
論
的 

な
区
別
が
紛
争
当
事
者
の
間
に
適
用
さ
れ
、
例
え
ば
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
セ
ル
ビ
ア
は
否
定
的
な 

              

文
脈
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
少
な
か
ら
ず
あ
ら
た

め
ら
れ
た
も
の
の
、
各
国
に
お
け
る
自
民
族
中
心
主
義
的
な
歴
史
観
が
消
え
去
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。 

こ
う
し
た
国
家
主
導
の
歴
史
教
育
の
諸
問
題
を
改
善
す
る
た
め
に
、
南
東
欧
の
民
主
主
義
と

和
解
の
た
め
の
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｄ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
）
や
ユ
ー
ロ
ク
リ
オ
な
ど
の
諸
団
体
が
多
面
的
な

見
方
を
は
ぐ
く
む
べ
く
、
現
場
の
教
員
が
自
由
に
使
用
で
き
る
歴
史
教
材
（
史
料
集
、
ワ
ー
ク

ブ
ッ
ク
）
の
作
成
を
行
っ
て
き
た
。
と
く
に
Ｃ
Ｄ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
に
よ
る
南
東
欧
諸
国
全
体
を
対
象

と
す
る
共
通
歴
史
教
材
は
注
目
す
べ
き
重
要
な
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
常
に
各
国
政

府
の
支
援
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
教
室
で
使
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
必
ず
し
も
多

く
は
な
い
な
ど
、
な
お
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。 
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は
じ
め
に 

  

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
統
一
国
家
と
し
て
の
役
割
を
終
え

て
か
ら
四
半
世
紀
が
経
過
し
た
。
そ
の
前
後
に
起
こ
っ
た
紛
争
は
、
四
〇
〇
万
人
と

も
言
わ
れ
る
難
民
を
生
み
出
し
、

（1 ）

い
わ
ゆ
る
「
民
族
浄
化
」
の
狙
い
通
り
、
こ
の
地

域
の
民
族
分
布
は
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
時
代
を
懐
か

し
む
「
ユ
ー
ゴ
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
は
確
か
に
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
六
年
に

ア
メ
リ
カ
の
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
社
が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
後
継
諸
国
で
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ

ィ
ア
解
体
は
利
益
を
も
た
ら
し
た
か
、
損
失
を
も
た
ら
し
た
か
」
と
い
う
世
論
調
査

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
「
利
益
を
も
た
ら
し
た
」
と
す
る
回
答
が
「
損
失
を
も
た
ら
し

た
」
と
す
る
回
答
を
上
回
っ
た
の
は
ク
ロ
ア
チ
ア
と
コ
ソ
ヴ
ォ
だ
け
で
あ
る
と
い
う

興
味
深
い
結
果
と
な
っ
た
。

（2 ）

と
は
い
え
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
再
建
は
も
は
や
現

実
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
実
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
加

盟
国
と
な
っ
た
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
と
ク
ロ
ア
チ
ア
は
も
と
よ
り
、
加
盟
手
続
き
を
進
め

て
い
る
そ
の
他
の
国
々
に
と
っ
て
も
、
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
統
一
国
家
と
い
う
枠
組

み
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
上
に
、
か
つ
て
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ヴ
ィ
ア
を
構
成
し
て
い
た
諸
民
族
相
互
の
不
信
感
こ
そ
が
、
そ
の
妨
げ
と
な
っ
て

い
る
。
二
〇
一
六
年
に
セ
ル
ビ
ア
で
実
施
さ
れ
た
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
コ
ソ
ヴ
ォ

の
ア
ル
バ
ニ
ア
人
や
ク
ロ
ア
チ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
人
に
対
す
る
印
象
を
「
好
ま
し
く

な
い
」
と
す
る
回
答
が
依
然
と
し
て
高
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
実
態
を
反
映
し

た
も
の
と
言
え
る
。

（3 ）

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
紛
争
に
お
け
る
戦
争
責
任
や
難
民
帰
還

と
い
っ
た
問
題
を
別
に
し
て
も
、
各
国
は
国
境
画
定
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
課
題

を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
解
決
は
容
易
で
は
な
い
。

（4 ）

 

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
紛
争
を
通
じ
て
助
長
さ
れ
た
諸
民
族
相
互
の
不
信
感
を
払

拭
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
和
解
」（5 ）

に
向
け
た
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
「
Ｅ

Ｕ
を
中
心
と
す
る
国
際
社
会
は
、
紛
争
後
の
バ
ル
カ
ン
諸
国
に
対
し
て
政
治
的
、
経

済
的
支
援
だ
け
で
な
く
、
バ
ル
カ
ン
諸
国
相
互
の
信
頼
醸
成
措
置
を
築
く
た
め
の
支

援
に
も
取
り
組
ん
だ
。
バ
ル
カ
ン
諸
国
の
和
解
を
進
め
、
こ
の
地
域
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
統
合
過
程
に
組
み
込
む
た
め
に
は
、
教
育
制
度
や
歴
史
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や

歴
史
教
科
書
の
見
直
し
も
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
が
試
み
ら
れ

た
」（6 ）

と
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
問
題
は
よ
り
専
門
的
な
歴
史
研
究
の
動
向
に
加
え
、

当
然
な
が
ら
各
国
政
府
の
公
式
見
解
（
歴
史
観
）
に
大
き
く
影
響
さ
れ
る
面
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
た
こ
の
問
題
に
早
く
か
ら
注
目
し
て
取
り

組
ん
で
き
た
柴
宜
弘
氏
の
論
考（7 ）

を
参
照
し
な
が
ら
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
後
継
諸
国

に
お
け
る
歴
史
教
育
を
通
じ
た
和
解
の
試
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

な
お
、
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
研
究
課
題
「
バ
ル
カ
ン
諸
国
の
歴
史
教
育
か

ら
見
た
紛
争
と
和
解
の
研
究
」
）（15K

T0046

）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。 

 

１
．「
歴
史
の
見
直
し
」
と
「
国
民
和
解
」 

  

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
で
は
、
ま
だ
共
産
主
義
者
同
盟
の
下
で
連
邦
制
が
維
持
さ
れ

て
い
た
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
す
で
に
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
の
見
直
し
」
が
進
行
し
て

い
た
。

（8 ）

こ
の
「
歴
史
の
見
直
し
」
を
通
じ
て
、
そ
れ
ま
で
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た
第

2
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二
次
世
界
大
戦
中
お
よ
び
終
戦
直
後
の
諸
問
題
な
ど
を
め
ぐ
る
論
争
が
活
発
化
し

て
い
く
が
、
そ
れ
は
各
共
和
国
・
各
民
族
の
歴
史
認
識
の
違
い
を
際
立
た
せ
、
結
果

的
に
「
共
通
の
空
間
と
し
て
あ
っ
た
ユ
ー
ゴ
の
共
通
の
歴
史
」
を
「
共
和
国
ご
と
の

歴
史
に
分
裂
」（9 ）

さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
自
主
管
理
社
会
主
義
に
よ
る
統
合
の
過
程

で
埋
め
ら
れ
た
か
に
見
え
た
歴
史
認
識
の
相
違
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
「
経
済
危
機
」

の
進
行
に
伴
い
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
主
義
的
傾
向
が
強
ま
る
な
か
で
、
修
復
で
き

な
い
ほ
ど
に
広
が
っ
て
い
た
」

（10 ）

と
い
う
。 

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
同
じ
時
期
に
「
国
民
和
解
（N

ational R
econciliation

）
」

を
め
ざ
す
動
き
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
民
族
の
平
等
を

謳
っ
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
主
義
者
同
盟
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
友
愛
と
統
一

（B
rotherhood and U

nity

）
」
と
は
ま
っ
た
く
性
格
が
異
な
り
、
異
な
る
民
族
で
は

な
く
、
同
じ
民
族
の
間
で
の
過
去
の
敵
対
関
係
か
ら
の
和
解
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ

た
。
「
国
民
和
解
」
と
称
し
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
い
う
「
国
民
」
と
は
決
し
て
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
民
も
し
く
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
で
は
な
く
、
各
共
和

国
の
主
要
民
族
を
想
定
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
「
歴
史
の
見
直
し
」
の
動
き

に
つ
い
て
概
観
し
、
続
い
て
こ
の
時
期
の
「
国
民
和
解
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

に
す
る
。 

 

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
に
お
け
る
歴
史
研
究
や
歴
史
認
識
の
問

題
に
取
り
組
ん
で
き
た
百
瀬
亮
司
氏
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
主
義
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

で
は
専
門
的
な
歴
史
研
究
に
携
わ
る
諸
機
関
は
原
則
と
し
て
共
和
国
・
自
治
州
の
枠

内
で
設
立
、
整
備
さ
れ
、
連
邦
横
断
的
な
歴
史
研
究
組
織
は
各
共
和
国
・
自
治
州
の

「
歴
史
家
協
会
同
盟
」
が
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
で
集
め
ら
れ
た
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
歴

史
家
協
会
同
盟
」
が
存
在
す
る
だ
け
で
、
制
度
的
研
究
機
関
は
基
本
的
に
存
在
せ
ず
、

し
た
が
っ
て
統
一
的
な
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
史
の
叙
述
は
目
指
さ
れ
て
は
い
た
も

の
の
、
そ
れ
に
は
常
に
困
難
が
伴
っ
て
い
た
」（11 ）

と
さ
れ
る
。
各
共
和
国
・
自
治
州
の

歴
史
家
協
会
同
盟
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
歴
史
家
協
会
同
盟
（
一
九
五
四
年
設
立
）

よ
り
も
早
い
終
戦
直
後
の
時
期
に
設
立
さ
れ
、
独
自
の
史
学
雑
誌
（
例
え
ば
、
ス
ロ

ヴ
ェ
ニ
ア
の
『
史
学
雑
誌
（Zgodovinski časopis

）
』
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
『
歴
史
論
集

（H
istorijski zbornik

）
』
な
ど
）
を
刊
行
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
各
々
の
「
国
民

史
」
の
伝
統
を
背
負
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
歴
史
家

協
会
同
盟
が
発
行
す
る
機
関
誌
『
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
史
学
雑
誌
（Jugoslovenski 

istorijski časopis

）
』
は
早
く
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
背
景
と
し
た
論
争
の
舞
台
と

な
っ
て
お
り
、
「
学
界
の
相
互
批
判
は
民
族
的
な
観
点
だ
け
に
則
っ
て
」
い
る
と
い

う
批
判
さ
え
あ
っ
た
。

（12 ）

各
共
和
国
・
自
治
州
の
歴
史
家
協
会
同
盟
は
「
民
族
的
な
観

点
」
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

ク
ロ
ア
チ
ア
の
歴
史
家
ダ
ミ
ル
・
ア
ギ
チ
ッ
チ
氏
は
、
「
ク
ロ
ア
チ
ア
の
歴
史
研

究
は
共
通
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
家
の
枠
組
み
に
お
い
て
他
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ

ィ
ア
諸
民
族
の
歴
史
研
究
と
接
触
し
な
が
ら
も
、
独
立
し
た
歴
史
研
究
と
し
て
発
展

し
た
」

（13 ）

と
述
べ
て
い
る
。
各
共
和
国
・
自
治
州
の
歴
史
家
が
協
力
す
べ
き
『
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
史
』
が
国
家
的
事
業
と
し
て
推
進
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
合
意
が
得
ら
れ
ず
に
全
四
巻
の
う
ち
近
現
代
史
を
対
象
と
す
る
第
三
巻
・
第
四

巻
を
刊
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
や
、

（14 ）

初
め
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
に
と

っ
て
の
「
通
史
」
と
な
る
『
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
史
』
が
多
く
の
批
判
に
晒
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
も
、

（15 ）

こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
。
す
で
に
一
九
八
〇
年
代
以
前
か
ら

3
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各
共
和
国
の
研
究
機
関
に
よ
る
「
国
史
」
や
「
民
族
史
」
の
出
版
が
相
次
ぎ
、
歴
史

叙
述
の
上
で
閉
鎖
性
が
深
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

（16 ）

ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ヴ
ィ
ア
歴
史
家
協
会
同
盟
に
と
っ
て
は
、
一
九
八
七
年
に
コ
ソ
ヴ
ォ
自
治
州
の
プ
リ

シ
ュ
テ
ィ
ナ
で
開
催
さ
れ
た
第
九
回
大
会
が
事
実
上

後
の
大
会
と
な
っ
た
が
、
そ

の
基
調
報
告
が
「
研
究
分
野
と
し
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
の
歴
史
的
接

近
・
統
一
過
程
」
で
あ
っ
た
の
は
皮
肉
と
も
言
え
る
。

（17 ）

 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
八
〇
年
代
に
進
展
し
た
「
歴
史
の
見
直
し
」
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
が
、
前
述
の
通
り
、
各
共
和
国
・
各
民
族
の
「
国
民
和
解
」

に
向
け
た
動
き
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
国
民
和
解
」
と
は
、
と
り
わ
け
第
二
次

世
界
大
戦
中
の
激
し
い
内
戦
の
勝
者
と
し
て
戦
後
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け

る
支
配
的
地
位
を
獲
得
し
た
チ
ト
ー
率
い
る
パ
ル
チ
ザ
ン
お
よ
び
そ
の
支
持
者
と
、

こ
れ
に
敵
対
し
た
同
胞
、
例
え
ば
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
で
は
郷
土
防
衛
隊
、
ク
ロ
ア
チ
ア

で
は
ウ
ス
タ
シ
ャ
、
セ
ル
ビ
ア
で
は
チ
ェ
ト
ニ
ク
に
与
し
た
者
と
の
「
和
解
」
を
意

味
す
る
。
独
立
後
に
初
代
ク
ロ
ア
チ
ア
大
統
領
と
な
る
フ
ラ
ニ
ョ
・
ト
ゥ
ジ
マ
ン
が

一
九
八
〇
年
代
末
に
北
米
各
地
で
ク
ロ
ア
チ
ア
移
民
と
会
談
し
た
際
、
彼
ら
の
第
二

次
世
界
大
戦
に
お
け
る
立
場
の
違
い
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
パ
ル
チ
ザ
ン
と
ウ
ス

タ
シ
ャ
が
憎
し
み
を
乗
り
越
え
て
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
し
て
結
束
す
べ
き
だ
と
す
る

「
国
民
和
解
」
の
構
想
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

（18 ）

ト
ゥ
ジ
マ
ン

自
身
は
歴
史
家
で
も
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
早
い
時
期
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
現

在
の
ク
ロ
ア
チ
ア
東
部
、
ボ
ス
ニ
ア
と
の
国
境
地
帯
に
設
け
ら
れ
た
ヤ
セ
ノ
ヴ
ァ
ツ

収
容
所
の
犠
牲
者
数
を
大
幅
に
下
方
修
正
す
る
論
考
を
発
表
す
る
な
ど
歴
史
修
正

主
義
的
な
立
場
を
と
っ
て
お
り
、

（19 ）

と
く
に
セ
ル
ビ
ア
人
に
対
す
る
態
度
は
「
和
解
」

に
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ト
ゥ
ジ
マ
ン
が
考
え
る
「
国
民
和
解
」
は
、
数
多
く

の
セ
ル
ビ
ア
人
を
は
じ
め
と
す
る
ウ
ス
タ
シ
ャ
の
犠
牲
者
が
眠
る
、
か
つ
て
ヤ
セ
ノ

ヴ
ァ
ツ
収
容
所
の
あ
っ
た
記
念
地
に
、
パ
ル
チ
ザ
ン
に
よ
る
犠
牲
者
（
と
り
わ
け
「
ブ

ラ
イ
ブ
ル
ク
の
悲
劇
」

（20 ）

の
犠
牲
者
）
や
「
祖
国
戦
争
」
（
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
紛
争

に
お
け
る
ク
ロ
ア
チ
ア
で
の
戦
争
を
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
こ
う
呼
ぶ
。
英
語
で
は
「
ク

ロ
ア
チ
ア
独
立
戦
争
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
）
の
犠
牲
者
の
遺
骨
を
埋
葬
し
よ
う
と

い
う
計
画
か
ら
も
看
守
で
き
る
が
、
そ
れ
が
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（21 ）

 

 

こ
う
し
た
「
歴
史
の
見
直
し
」
を
通
じ
た
「
国
民
和
解
」
の
動
き
は
、
そ
れ
ま
で

「
対
敵
協
力
者
」
や
「
戦
犯
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
人
物
の
名
誉
回
復
・
復
権
を
伴

う
も
の
で
あ
っ
た
。

（22 ）

そ
れ
歓
迎
す
る
声
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
本
来
の
意
味

で
人
々
の
和
解
の
助
け
と
な
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
近
隣
諸
国
と
の
関
係
を
悪
化
さ

せ
た
だ
け
で
な
く
、

（23 ）

国
内
で
も
新
た
な
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
た
面
も
あ
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
。 

 

な
お
、
こ
う
し
た
「
歴
史
の
見
直
し
」
あ
る
い
は
歴
史
修
正
主
義
的
な
傾
向
が
歴

史
教
育
・
歴
史
教
科
書
に
反
映
さ
れ
る
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
こ
と
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
社
会
主
義
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
い
て
「
教
科
書
は
共
和
国
ご
と
に

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
と
文
字
で
発
行
さ
れ
て
い
た
が
、
大
枠
の
歴
史
認
識
に
そ
れ
ほ
ど

の
違
い
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
」

（24 ）

と
い
う
事
実
は
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ク
ロ

ア
チ
ア
の
歴
史
教
科
書
の
歴
史
を
分
析
し
た
ス
テ
フ
ァ
ノ
・
ペ
ト
ル
ン
ガ
ロ
氏
は
、

専
門
的
な
歴
史
研
究
に
お
け
る
新
た
な
傾
向
や
研
究
テ
ー
マ
が
教
科
書
に
反
映
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
社
会
主
義
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の

後
ま
で
基
本
的
に
同
じ

も
の
で
あ
り
続
け
た
」

（25 ）

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
の
一
つ
は
善
悪
二
元
論
的
な
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「
我
々
」
と
「
他
者
」
の
区
別
に
あ
り
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
を
「
我
々
」

と
見
な
し
、
セ
ル
ビ
ア
人
や
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
い
っ
た
個
々
の
民
族
的
特
徴
を
認
め

な
が
ら
も
、
超
民
族
的
な
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
あ
る
い
は
社

会
主
義
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
を
目
指
す
一
方
、
ど
の
民
族
か
を
問
わ
ず
、
フ

ァ
シ
ス
ト
や
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
敵
対
す
る
「
他
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
点
に
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。

（26 ）

歴
史
教
育
の
専
門
家
で
あ
る
ス
ニ
ェ
ジ
ャ
ナ
・
コ
レ
ン
氏
に
よ
れ

ば
、
一
九
八
〇
年
代
の
ク
ロ
ア
チ
ア
の
歴
史
教
科
書
か
ら
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民

族
、
す
な
わ
ち
セ
ル
ビ
ア
人
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
、
モ
ン
テ
ネ
グ

ロ
人
、
ム
ス
リ
ム
人
な
ど
に
関
し
て
生
徒
た
ち
が
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
「
文
化
的
遺

産
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
彼
ら
の
歴
史
の
中
に
見
ら
れ
る
肯
定
的
な
事
例
を
基
礎

と
し
て
い
た
」（27 ）

と
い
う
。
や
や
留
保
す
べ
き
部
分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
史
を
専
門
と
す
る
プ
レ
ド
ラ
グ
・
マ
ル
コ
ヴ
ィ
チ
氏
は
、「
旧

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
教
科
書
に
は
ま
っ
た
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
加
え
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
」
と
評
価
し
つ
つ
、
同
時
期
の
セ
ル
ビ
ア
の
歴
史
教
科
書
に
関
し
て
、

そ
れ
ら
は
「
一
九
九
〇
年
代
の
戦
争
を
『
準
備
』
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
役
割
も
果

た
さ
な
か
っ
た
」（28 ）

と
さ
え
述
べ
て
い
る
。 

 

２
．
歴
史
教
科
書
を
め
ぐ
る
問
題 

 

日
本
で
も
歴
史
教
科
書
の
記
述
あ
る
い
は
歴
史
認
識
そ
の
も
の
を
め
ぐ
っ
て
近

隣
諸
国
と
の
間
で
た
び
た
び
論
争
や
不
和
が
生
じ
て
き
た
よ
う
に
、
歴
史
教
育
は
愛

国
心
を
育
み
、
国
民
（
民
族
）
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

（29 ）

和
解
と
は
逆
の
、
む
し
ろ
紛
争
の
原
因
と
な
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
す
で
に

一
九
世
紀
後
半
に
は
、
「
各
国
で
自
国
政
府
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
歴
史
が
教
え
ら

れ
、
そ
れ
が
他
国
民
に
対
す
る
偏
見
と
敵
愾
心
を
育
て
て
い
る
と
い
う
批
判
の
声
が

上
が
っ
て
い
た
」

（30 ）

と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
後
述
す
る
南
東
欧
（
バ
ル
カ
ン
）
諸
国
の

「
共
同
歴
史
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
責
任
者
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
・
ク

ル
リ
氏
は
「
歴
史
教
科
書
は
、
異
な
る
民
族
あ
る
い
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
間
の
不
寛

容
さ
を
示
す
潜
在
的
な
原
因
の
一
つ
、
し
た
が
っ
て
紛
争
の
一
要
因
と
し
て
認
識
さ

れ
る
」（31 ）

こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
教
科
書
の
改
善
が
「
長
期
的
な
信
頼
醸
成
」
、
す

な
わ
ち
和
解
の
た
め
の
方
策
と
し
て
機
能
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。

（32 ）

 

こ
の
よ
う
な
和
解
の
試
み
は
「
国
際
歴
史
教
科
書
対
話
」
と
呼
ば
れ
、
「
ま
ず
複

数
国
の
歴
史
研
究
者
、
教
師
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
教
科
書
出
版
社
や
行
政
の
代

表
も
参
加
し
て
国
際
的
な
会
議
を
開
き
、
各
国
の
歴
史
教
科
書
や
そ
の
他
の
教
材
の

な
か
に
存
在
す
る
自
国
中
心
主
義
的
な
記
述
を
相
互
に
指
摘
し
あ
う
こ
と
を
通
し

て
、
客
観
的
で
公
正
な
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
を
目
指
す
活
動
」（33 ）

と
し
て
進
め
ら
れ

て
き
た
。
そ
し
て
、
「
紛
争
後
の
、
あ
る
い
は
紛
争
化
の
恐
れ
の
あ
る
国
や
地
域
で

は
、
歴
史
教
育
に
集
団
間
の
融
和
を
促
進
す
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
き
た
」（34 ）

こ
と
も

あ
っ
て
、
世
界
各
地
で
「
国
際
歴
史
教
科
書
対
話
」
に
類
似
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

立
案
さ
れ
、
実
際
に
あ
る
程
度
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。 

す
で
に
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
後
継
諸
国
を
含

む
南
東
欧
諸
国
で
も
、
す
で
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
幾
つ
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
同
時
進
行
し
て
お
り
、

（35 ）

ギ
リ
シ
ア
の
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
を
拠
点
と
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
民

主
主
義
と
和
解
の
た
め
の
セ
ン
タ
ー
」
（
Ｃ
Ｄ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
）
に
よ
っ
て
一
九
九
八
年
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に
始
め
ら
れ
た
前
述
の
「
共
同
歴
史
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
Ｃ

Ｄ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
は
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
に
か
け
て
「
南
東
欧
の
歴
史
上
、
慎

重
に
扱
う
べ
き
で
議
論
の
分
か
れ
る
諸
問
題
を
教
え
る
こ
と
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で

七
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
た
。
そ
の
参
加
者
は
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ボ
ス
ニ

ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
キ
プ
ロ
ス
、
ギ
リ
シ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
マ
ケ

ド
ニ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
ト
ル
コ
の
歴
史

研
究
者
お
よ
び
歴
史
教
師
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
報
告
集
と
し

て
『
バ
ル
カ
ン
の
ク
リ
オ
―
歴
史
教
育
の
政
治
学
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（36 ）
さ
ら
に
、

二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
、
教
師
の
研
修
を
目
的
と
し
た
地
域
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。
Ｃ
Ｄ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
の

大
の
成
果
と
も
い
え
る
の

が
、
第
一
期
全
四
巻
、
第
二
期
全
二
巻
に
も
及
ぶ
浩
瀚
な
共
通
歴
史
教
材
（
史
料
集
）

の
作
成
・
刊
行
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
後
述
す
る
。 

こ
の
ほ
か
に
も
、
歴
史
研
究
や
歴
史
教
育
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
が
数
多
く
開
催
さ
れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ナ
ウ
マ
ン
財
団

の
支
援
を
受
け
て
、
主
と
し
て
ク
ロ
ア
チ
ア
と
セ
ル
ビ
ア
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
一
九

九
八
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
一
〇
回
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
「
歴
史
家
対
話
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
各
回
の
報
告
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（37 ）

や
や

性
格
は
異
な
る
が
、
ド
イ
ツ
・
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
ゲ
オ
ル
ク
・
エ
ッ
カ
ー

ト
国
際
教
科
書
研
究
所
が
主
導
し
た
「
南
東
欧
教
科
書
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
構
築
も
、

こ
の
時
期
の
動
き
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
南
東
欧
諸
国
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
モ
ル
ド
ヴ

ァ
、
キ
プ
ロ
ス
を
加
え
た
一
三
か
国
、
約
一
〇
〇
の
諸
団
体
を
結
ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

で
、
ザ
グ
レ
ブ
大
学
が
こ
れ
に
協
力
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
短
期
間
（
二
〇
〇
一
～

〇
二
年
）
で
活
動
を
停
止
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（38 ）

 

 

こ
う
し
た
動
き
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
そ
の
後
継
諸
国
で

は
、
共
産
主
義
者
同
盟
に
よ
る
一
党
支
配
が
終
焉
を
迎
え
た
一
九
九
〇
年
以
降
、
そ

れ
ぞ
れ
に
学
校
教
育
制
度
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
教
科
書
の
刷
新
が
行
わ
れ
た
と
い
う

事
実
で
あ
る
。

（39 ）

ク
ロ
ア
チ
ア
の
事
例
で
は
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
解
釈
を

排
除
す
る
「
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
」
と
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
い
う
枠
組
み
か
ら

の
ク
ロ
ア
チ
ア
史
の
抽
出
（
脱
ユ
ー
ゴ
化
も
し
く
は
「
再
国
民
化
」
）
」
に
要
約
さ
れ

る
が
、

（40 ）

多
く
の
場
合
、
こ
う
し
た
特
徴
は
そ
の
他
の
後
継
諸
国
に
も
あ
て
は
ま
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
事
例
を
中
心
に
、
上
記
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
な
ど
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
各
国
の
歴
史
教
育
・
歴
史
教
科
書
が
抱
え
る
特

徴
や
問
題
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
強
化
す
る
目
的
で
「
国
民
史
」（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
）
が
利
用
さ
れ
た
。

（41 ）

と
く
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
家
の
枠
組
み
を
他
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族

と
共
有
し
て
い
る
は
ず
の
現
代
史
に
お
い
て
は
、
「
ク
ロ
ア
チ
ア
史
の
抽
出
」
が
大

き
な
問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
「
セ
ル
ビ
ア
の
歴

史
は
可
能
な
限
り
否
定
的
な
文
脈
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
」
る
と
と
も
に
、
「
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
家
に
関
す
る
肯
定
的
な
歴
史
的
記
憶
を
消
去
す
る
た
め
に
、
共
有
さ

れ
た
過
去
の
中
か
ら
否
定
的
な
事
例
が
偏
向
し
て
選
択
さ
れ
」
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（42 ）

例
え
ば
、
一
九
九
八
年
の
小
学
校
八
年
生
向
け
歴
史
教
科
書
で
は
、「
セ
ル
ビ
ア
人
・

ク
ロ
ア
チ
ア
人
・
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
王
国
」
、
の
ち
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
王
国
の

建
国
は
「
ク
ロ
ア
チ
ア
が
一
〇
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
維
持
し
て
き
た
自
ら
の
国

6
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家
性
を
失
っ
た
」
出
来
事
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

（43 ）

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
「
ク
ロ

ア
チ
ア
独
立
国
」
が
樹
立
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
い
て
ク

ロ
ア
チ
ア
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
ン
デ
ン
テ
ィ
の
抹
消
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
独
立
志
向
が
高
ま
っ
て
い
た
と
の
説
明
が
あ
る
。

（44 ）

こ
の
教
科
書

は
戦
後
の
社
会
主
義
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
関
し
て
も
、
「
セ
ル
ビ
ア
人
支
配
を
継

承
す
る
共
産
主
義
型
の
中
央
集
権
国
家
」
で
あ
り
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
が
連
邦
機
関
へ

の
雇
用
な
ど
で
差
別
を
受
け
、
そ
の
後
も
ク
ロ
ア
チ
ア
が
経
済
的
に
不
利
益
を
被
る

集
権
主
義
に
加
え
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
統
一
主
義
に
基
づ
く
民
族
政
策
（
ユ
ニ

タ
リ
ズ
ム
）
に
直
面
す
る
な
ど
し
て
困
難
な
状
況
が
続
い
た
と
説
明
し
て
い
る
。

（45 ）

こ

の
経
済
的
・
民
族
的
抑
圧
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
独
立
に
関
す
る
説

明
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

（46 ）

な
お
、
ク
ロ
ア
チ
ア
に
と
っ
て
の
「
祖
国
戦
争
」
は

「
セ
ル
ビ
ア
化
し
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
民
軍
」
な
ど
に
よ
る
大
セ
ル
ビ
ア
主
義

に
基
づ
く
侵
略
戦
争
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
そ
の
他
の

「
非
セ
ル
ビ
ア
人
」
に
対
し
て
な
さ
れ
た
彼
ら
の
残
虐
行
為
が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ

て
い
る
。

（47 ）

ま
さ
し
く
、
ク
ロ
ア
チ
ア
政
府
の
公
式
見
解
を
代
弁
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

（48 ）

も
っ
と
も
、
同
時
代
の
セ
ル
ビ
ア
の
歴
史
教
科
書
も
ク
ロ
ア
チ
ア

お
よ
び
ク
ロ
ア
チ
ア
人
に
対
し
て
否
定
的
・
敵
対
的
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、

二
つ
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
を
解
体
さ
せ
た
元
凶
と
し
て
描
い
て
い
た
。

（49 ）

そ
う
し

た
点
で
、
善
悪
二
元
論
的
な
「
我
々
」
と
「
他
者
」
の
区
別
が
引
き
継
が
れ
、
専
ら

「
他
者
」
に
責
任
を
負
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
ク
ロ
ア
チ
ア
と
セ
ル
ビ
ア
の

共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。 

現
在
、
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
二
〇
〇
六
年
に
導
入
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
指
針

（C
roatian N

ational Educational Standard

）
に
依
拠
し
た
歴
史
教
科
書
が
使
用
さ

れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
多
角
的
な
視
点
に
基
づ
く
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
試
み

ら
れ
て
い
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
続
く
「
ク
ロ
ア
チ
ア
中
心
主
義
史
観
」
が
本

質
的
に
改
善
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

（50 ）

上
記
の
指
針
に
お
い
て
も
、
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
史
は
「
第
一
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
ク
ロ
ア
チ
ア
」
、「
第
二

の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
ク
ロ
ア
チ
ア
」
と
い
う
枠
組
み
で
描
か
れ
て
お
り
、

学
術
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
を
含
め
て
ク
ロ
ア
チ
ア
人
以
外
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
諸
民
族
に
触
れ
ら
れ
る
場
面
は
非
常
に
限
定
的
で
、
セ
ル
ビ
ア
人
に
至
っ
て
は
ほ

ぼ
「
大
セ
ル
ビ
ア
主
義
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
し
か
登
場
し
な
い
。

（51 ）

と
く
に
ク
ロ

ア
チ
ア
に
と
っ
て
の
「
祖
国
戦
争
」
に
関
す
る
記
述
が
相
当
な
比
重
を
占
め
る
中
で
、

そ
こ
で
敵
対
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
「
反
乱
」
に
加
担

し
た
ク
ロ
ア
チ
ア
国
内
の
セ
ル
ビ
ア
人
と
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
が
課
題
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
共
通
歴
史
教
材
の
内
容
を
め
ぐ
る

ク
ロ
ア
チ
ア
側
か
ら
の
反
発
か
ら
も
大
い
に
危
惧
さ
れ
る
点
で
あ
る
。 

 

な
お
、
ク
ロ
ア
チ
ア
に
限
ら
ず
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
後
継

諸
国
の
大
半
で
複
数
の
歴
史
教
科
書
が
出
版
さ
れ
、
体
裁
も
内
容
も
大
き
く
変
わ
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
教
科
書
ほ
ど
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸

民
族
を
詳
し
く
描
く
も
の
は
、
当
然
な
が
ら
も
は
や
存
在
し
な
い
。
セ
ル
ビ
ア
と
モ

ン
テ
ネ
グ
ロ
の
教
科
書
に
は
個
々
の
「
国
民
史
」
で
は
な
く
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸

民
族
史
に
該
当
す
る
よ
う
な
記
述
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
融
和
的
に
描
か
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
紛
争
に
関
す
る
見
解
の
相
違

は
依
然
と
し
て
埋
め
が
た
い
よ
う
に
見
え
る
。
各
国
の
歴
史
教
科
書
を
比
較
し
て
見

7
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て
み
よ
う
。 

セ
ル
ビ
ア
の
教
科
書
で
は
、
紛
争
の
契
機
と
し
て
一
九
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
ク

ロ
ア
チ
ア
の
新
憲
法
に
よ
っ
て
セ
ル
ビ
ア
人
が
ク
ロ
ア
チ
ア
に
お
け
る
主
要
構
成

民
族
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、

（52 ）

さ
ら
に
「
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
セ

ル
ビ
ア
民
族
が
新
政
権
の
攻
撃
を
受
け
た
」（53 ）

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
お
け
る
セ
ル
ビ
ア
人
（
ス
ル
プ
ス
カ
）
共
和
国
の
教
科

書
も
基
本
的
立
場
は
変
わ
ら
ず
、
「
セ
ル
ビ
ア
人
は
彼
ら
が
二
級
市
民
と
な
る
よ
う

な
〔
ク
ロ
ア
チ
ア
〕
憲
法
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」（54 ）

と
説
明
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
教
科
書
が
新
憲
法
に
お
け
る
セ
ル
ビ
ア
人
の
地
位
に

は
触
れ
ず
、
そ
れ
以
前
か
ら
「
セ
ル
ビ
ア
指
導
部
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
民
軍
が

ク
ロ
ア
チ
ア
に
お
け
る
セ
ル
ビ
ア
人
の
反
乱
を
準
備
し
て
い
た
」（55 ）

と
説
明
し
た
り
、

「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
民
軍
お
よ
び
反
乱
に
加
担
し
た
ク
ロ
ア
チ
ア
国
内
の
セ

ル
ビ
ア
人
と
と
も
に
、
セ
ル
ビ
ア
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ

ィ
ナ
の
地
域
防
衛
隊
や
こ
れ
ら
の
地
域
か
ら
の
志
願
兵
に
よ
る
セ
ル
ビ
ア
人
の
準

軍
事
組
織
も
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
へ
の
侵
略
に
加
わ
っ
た
」（56 ）

と
説
明
し
て
い
る
こ

と
と
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ

ナ
連
邦
（
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ク
人
・
ク
ロ
ア
チ
ア
人
側
）
の
教
科
書
で
も
、
紛
争
の
発
端

に
お
い
て
「
前
例
の
な
い
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
の
メ
デ
ィ
ア
の
支
援
に

よ
っ
て
、
セ
ル
ビ
ア
政
治
指
導
部
は
ク
ロ
ア
チ
ア
に
お
け
る
セ
ル
ビ
ア
人
の
自
治
を

要
求
し
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
で
は
共
和
国
の
正
統
性
と
国
家
性
に
異

議
を
唱
え
た
」（57 ）

と
さ
れ
、
ま
た
「
ク
ロ
ア
チ
ア
で
戦
争
が
続
い
て
い
た
一
九
九
一
年

の
う
ち
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
民
軍
と
セ
ル
ビ
ア
・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
か
ら
の
準
軍

事
組
織
、
セ
ル
ビ
ア
民
主
党
に
忠
実
な
勢
力
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の

一
部
を
占
領
し
て
い
っ
た
」（58 ）

と
説
明
さ
れ
る
な
ど
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
教
科
書
の
描
き

方
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。 

 

３
．
和
解
に
向
け
た
共
通
歴
史
教
材
の
取
り
組
み 

 

こ
の
よ
う
に
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
後
継
諸
国
の
歴
史
教
育
・
歴
史
教
科
書
そ
の

も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
和
解
を
阻
む
よ
う
な
従
来
の

問
題
点
を
解
決
で
き
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か

ら
、
「
国
際
歴
史
教
科
書
対
話
」
が
生
み
出
し
た
歴
史
教
科
書
の
改
善
の
試
み
の
一

つ
と
し
て
、
す
で
に
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
間
、
ド
イ
ツ
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
間
で
実

現
し
て
い
る
共
通
歴
史
教
科
書
の
導
入
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
後
継
諸
国
に
と
っ

て
は
到
底
現
実
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
む
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
と
近
隣
諸
国
の
取
り

組
み
は
き
わ
め
て
特
殊
な
成
功
例
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
「
欧
州
共
通
教
科
書
」
を
目

指
し
た
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
』（59 ）

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
副
教
材
も

し
く
は
啓
蒙
書
と
し
て
の
活
用
に
と
ど
ま
る
場
合
が
大
半
で
あ
る
。 

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
後
継
諸
国
を
含
む
南
東
欧
諸
国
の
場
合
も
、
こ
れ
ま
で
に
実

現
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
中
等
学
校
の
教
員
も
し
く
は
生
徒
を
対
象
と
す
る
副

教
材
の
作
成
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
グ
ラ
ー
ツ
大
学
バ
ル
カ
ン
社

会
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
二
〇
〇
〇
年
に
始
め
ら
れ
た
「
南
東
欧
の

歴
史
と
歴
史
教
育
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
、
そ
の
成
果
と
し
て
『
過
去
に
お
け
る
子

供
』
お
よ
び
『
過
去
に
お
け
る
女
性
と
男
性
』
と
題
す
る
二
冊
の
社
会
史
・
文
化
史

8
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的
な
中
等
学
校
向
け
の
教
材
が
、

（60 ）

ま
た
ユ
ー
ロ
ク
リ
オ
（
欧
州
歴
史
教
員
協
会
、

EU
R

O
C

LIO

）
が
二
〇
〇
五
年
に
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、

セ
ル
ビ
ア
を
対
象
と
し
て
開
始
し
た
「
活
動
す
る
歴
史
―
将
来
構
想
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
か
ら
も
『
普
通
で
な
い
国
の
普
通
の
人
び
と
』
と
題
す
る
中
等
学
校
の
歴
史
教
員

向
け
の
教
材

（61 ）

が
、
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ー
ロ
ク
リ
オ
は
、
二
〇
一
一
年

か
ら
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
後
継
諸
国
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
新
た
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
発
足
さ
せ
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
四
五
年
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
史
に
関
連
す
る

二
三
分
冊
か
ら
な
る
実
践
的
な
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
を
作
成
し
て
い
る
。

（62 ）

い
ず
れ
も
、
既

存
の
教
科
書
の
代
替
物
で
は
な
く
、
併
用
さ
れ
る
こ
と
を
見
込
ん
だ
副
教
材
で
あ
る
。

「
共
通
の
史
料
集
を
副
教
材
と
し
て
用
い
て
、
教
科
書
に
対
抗
さ
せ
る
と
い
う
方

法
」（63 ）

が
選
択
さ
れ
て
い
る
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
歴
史
教
材
の
中
で

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
す
で
に
述
べ
た

Ｃ
Ｄ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
の
「
共
同
歴
史
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
よ
る
共
通
歴
史
教
材
（
史
料
集
）

で
あ
り
、
す
で
に
第
一
期
全
四
巻
、
第
二
期
全
二
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（64 ）

そ
れ
ぞ

れ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
第
一
期
第
一
巻
が
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
」
、
第
二
巻
が
「
南
東
欧

の
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
国
家
」
、
第
三
巻
が
「
バ
ル
カ
ン
戦
争
」
、
第
四
巻
が
「
第
二
次
世

界
大
戦
」
、
ま
た
第
二
期
第
一
巻
が
「
冷
戦
（
一
九
四
四
～
一
九
九
〇
年
）
」
、
第
二

巻
が
「
戦
争
・
分
断
・
統
合
（
一
九
九
〇
～
二
〇
〇
八
年
）
」
と
な
っ
て
い
る
。

も
新
し
い
時
期
を
扱
っ
た
第
二
巻
は
冷
戦
終
結
か
ら
始
ま
り
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

紛
争
に
か
な
り
の
分
量
を
割
い
て
い
る
ほ
か
、

終
章
が
「
記
憶
の
方
法
」
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
そ
こ
に
は
「
共
産
主
義
の
過
去
の
記
憶
の
抹
消
と
修
正
」
、

「
第
二
次
世
界
大
戦
の
記
憶
の
修
正
」
、「

近
の
戦
争
の
記
憶
」
、「
記
憶
の
復
元
あ

る
い
は
破
壊
に
よ
る
和
解
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
設
け
ら
れ
、
例
え
ば
「
ヤ
セ
ノ
ヴ
ァ

ツ
収
容
所
を
め
ぐ
る
記
憶
の
戦
争
」
と
い
っ
た
史
料
（
写
真
お
よ
び
文
書
）
が
短
い

解
説
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
こ
れ
ら
は
南
東
欧
諸
国
の
共
通
教
材
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
見
込
ん

で
お
り
、
第
一
期
全
四
巻
に
は
原
版
で
あ
る
英
語
版
の
ほ
か
、
ギ
リ
シ
ア
語
版
、
セ

ル
ビ
ア
語
版
、
ク
ロ
ア
チ
ア
語
版
、
ボ
ス
ニ
ア
語
版
、
ア
ル
バ
ニ
ア
語
版
、
マ
ケ
ド

ニ
ア
語
版
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
語
版
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
版
が
あ
る
（
発
行
年
や
版
次
は

異
な
る
）
。
ま
た
、
第
二
期
全
二
巻
に
は
現
時
点
で
英
語
版
し
か
な
い
。
い
ず
れ
も

Ｃ
Ｄ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
の
サ
イ
ト
か
ら
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

（65 ）

 

第
一
期
と
第
二
期
で
は
構
成
が
若
干
異
な
る
も
の
の
、
各
巻
は
テ
ー
マ
別
の
四
～

八
章
か
ら
な
り
、
各
章
は
数
多
く
の
節
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
章
の

初

に
短
い
導
入
部
が
あ
り
、
続
け
て
テ
キ
ス
ト
や
図
版
（
史
料
）
が
配
置
さ
れ
、
さ
ら

に
簡
単
な
解
説
と
［
設
問
］
が
付
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
例
と
し
て
、
こ
こ
で
一

つ
だ
け
ご
く
短
い
史
料
と
そ
れ
に
対
す
る
［
設
問
］
の
部
分
を
引
用
す
る
。

（66 ）

  

  
 

パ
ル
チ
ザ
ン
の
犯
罪
に
対
す
る
チ
ト
ー
の
発
言
〈
１
９
４
５
年
５
月
〉  

 

我
が
国
の
内
部
に
い
る
個
々
の
民
族
そ
れ
ぞ
れ
の
反
逆
者
に
関
し
て
は
、
そ

れ
は
歴
史
の
問
題
で
あ
る
。
正
義
の
手
と
、
我
が
人
民
の
復
讐
の
手
が
彼
ら

の
ほ
と
ん
ど
を
捕
ら
え
、
ご
く
少
数
の
み
が
、
そ
の
庇
護
者
に
守
ら
れ
て
国

外
に
逃
亡
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
［B

leiburg, p.41

］  
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［
設
問
］「
復
讐
の
手
」
は
、
常
に
「
正
義
の
手
」
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

こ
の
史
料
の
示
唆
す
る
よ
う
に
、
両
者
は
同
等
の
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

「
あ
る
者
に
と
っ
て
の
犯
罪
は
別
の
者
に
と
っ
て
は
正
義
で
あ
る
」
と
い
う

主
張
に
つ
い
て
説
明
し
な
さ
い
。  

 

こ
の
［
設
問
］
に
は
、
模
範
解
答
は
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
ク
ル
リ
氏
は
、
こ
の

共
通
教
材
を
「
自
民
族
中
心
的
な
テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
知
っ
た
事
件
に
対
し
て
、
他

者
の
見
方
を
理
解
す
る
も
の
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
国
民
集
団
や
民

族
集
団
に
属
す
る
人
々
の
あ
い
だ
に
、
議
論
の
余
地
の
あ
る
問
題
に
関
し
て
共
通
の

感
情
や
経
験
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
」
と
し
て
活
用
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。

（67 ）

  

 

も
っ
と
も
、
こ
の
共
通
歴
史
教
材
に
関
し
て
は
、
一
般
の
国
民
を
含
む
さ
ま
ざ
ま

な
レ
ベ
ル
で
批
判
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
セ
ル
ビ
ア
語
版
の
編
集
責
任
者
で
あ

る
ド
ゥ
ブ
ラ
ヴ
カ
・
ス
ト
ヤ
ノ
ヴ
ィ
チ
氏
が
「
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
、
私
た
ち
が
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
再
建
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
攻
撃
が
あ
り
、
ギ
リ

シ
ア
で
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
復
活
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
攻
撃
が

な
さ
れ
ま
し
た
」（68 ）

と
証
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
的
外
れ
な
も
の
ま
で
あ
っ

た
。
こ
の
ほ
か
、
セ
ル
ビ
ア
で
は
、
ス
ト
ヤ
ノ
ヴ
ィ
チ
氏
ら
が
批
判
す
る
当
時
の
歴

史
教
科
書
の
執
筆
者
で
も
あ
っ
た
コ
ス
タ
・
ニ
コ
リ
ッ
チ
氏
が
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か

ら
反
論
を
試
み
て
い
る
。
共
通
歴
史
教
材
に
携
わ
っ
た
セ
ル
ビ
ア
の
研
究
者
や
歴
史

教
員
が
少
な
い
こ
と
や
セ
ル
ビ
ア
史
に
関
す
る
史
料
が
少
な
い
こ
と
に
加
え
、
「
歴

史
観
の
違
い
は
あ
っ
て
も
歴
史
の
真
実
は
一
つ
し
か
な
い
」

（69 ）

と
し
て
、
多
面
的
な
も

の
の
見
方
そ
の
も
の
を
批
判
し
た
。
こ
こ
で
は
個
々
の
批
判
に
つ
い
て
は
検
討
し
な

い
が
、
良
く
も
悪
く
も
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
大
き
な
反
響
が
あ
っ
た
こ
と

や
歴
史
研
究
者
の
間
で
「
国
民
史
」
の
在
り
方
を
再
考
す
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
に

意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
紛
争
を
含
む
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
現
代
史
に
関
す
る
第

二
期
第
二
巻
の
共
通
歴
史
教
材
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
に
Ｃ
Ｄ
Ｒ
Ｓ
Ｅ

Ｅ
が
欧
州
議
会
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
直
後
か
ら
、
と
く
に
ク
ロ
ア
チ

ア
で
主
要
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
じ
て
否
定
的
・
批
判
的
な
論
調
が
広
ま
っ
た
。
こ
う

し
た
批
判
の
対
象
は
共
通
歴
史
教
材
の
ご
く
一
部
、
と
り
わ
け
「
祖
国
戦
争
」
に
関

す
る
部
分
に
集
中
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
般
に
対
す
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
ク
ロ
ア
チ
ア
選
出
の
欧
州
議
会
議
員
ル
ー
ジ
ャ
・
ト
マ
シ
ッ
チ
氏
が

こ
の
共
通
歴
史
教
材
に
関
し
て
欧
州
委
員
会
に
送
っ
た
質
問
状
「
ク
ロ
ア
チ
ア
史
と

祖
国
戦
争
（
ク
ロ
ア
チ
ア
独
立
戦
争
）
の
相
対
化
」
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
そ
の
全
文
は
以
下
に
示
す
通
り
で
あ
る
（
ク
ロ
ア
チ
ア
語

の
原
文
か
ら
の
仮
訳
）
。

（70 ）

 

 

Ｅ
Ｕ
は
和
解
と
善
隣
関
係
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
私
は
Ｅ
Ｕ

機
関
が
そ
の
政
策
に
よ
っ
て
新
た
な
分
裂
と
相
互
の
誤
解
を
も
た
ら
さ

な
い
よ
う
努
め
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
範
囲
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
歴
史
の
相
対
化
へ
と
導
く
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ヨ
ハ
ン

ネ
ス
・
ハ
ー
ン
欧
州
近
隣
政
策
・
拡
大
交
渉
担
当
委
員
は
、
南
東
欧
の
民

主
化
と
和
解
の
た
め
の
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
た
「
南
東
欧
の
共
通
の
歴
史
」
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
二
冊
の
本
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加
し
た
。
彼

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
主
眼
は
、
歴
史
は
「
自
己
中
心
的
・
自
民
族
中
心
主
義

的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
用
い
て
教
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
欧
州
委
員
会

は
南
東
欧
諸
国
が
学
校
の
授
業
で
こ
の
よ
う
な
本
を
教
材
と
し
て
利
用

す
る
こ
と
を
評
価
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
ら
の
本
の
一
冊
『
戦
争
・
分
断
・
統
合
』
は
ク
ロ
ア
チ
ア
の
現
代
史

を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
祖
国
戦
争
」
（
と
り
わ
け
ヴ
コ
ヴ
ァ

ル
の
占
領
）
の
時
期
に
行
わ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
価
値
判
断

も
せ
ず
に
、
具
体
的
な
デ
ー
タ
も
示
さ
れ
な
い
ま
ま
、
当
事
者
双
方
が
罪

を
犯
し
た
と
い
う
主
張
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
本
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
見
解
は
専
ら
著
者
の
も
の
で
し
か
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
は
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
明
確
に
支
持
し
、
Ｅ
Ｕ

は
そ
の
資
金
援
助
を
行
っ
て
い
る
。 

委
員
会
は
学
校
で
子
供
た
ち
が
学
術
的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
具
体
的
な
事
実
、

価
値
判
断
を
欠
い
た
単
純
化
さ
れ
た
形
の
歴
史
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
本
当

に
考
え
て
い
る
の
か
？ 

委
員
会
は
犯
罪
と
犯
罪
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
対
化
が
和
解
へ
の
道
だ
と

考
え
て
い
る
の
か
？ 

 

 

ト
マ
シ
ッ
チ
氏
自
身
は
自
ら
が
立
ち
上
げ
た
右
派
の
泡
沫
政
党
・
ク
ロ
ア
チ
ア
保

守
党
（
ク
ロ
ア
チ
ア
議
会
に
一
議
席
も
持
た
な
い
）
の
党
首
で
あ
り
、
彼
女
の
主
張

を
ク
ロ
ア
チ
ア
国
民
の
大
多
数
の
考
え
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の

よ
う
な
主
張
が
ク
ロ
ア
チ
ア
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ク
ロ
ア

チ
ア
の
主
要
日
刊
紙
『
ヴ
ェ
チ
ェ
ル
ニ
・
リ
ス
ト
』
は
「
Ｅ
Ｕ
が
推
奨
す
る
副
読
本

に
オ
ヴ
チ
ャ
ラ
事
件
の
犯
人
は
い
な
い
」
と
い
う
見
出
し
を
掲
げ
、
Ｃ
Ｄ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
Ｅ

の
理
念
に
触
れ
な
が
ら
も
、
ト
マ
シ
ッ
チ
氏
の
発
言
か
ら
の
引
用
を
中
心
に
共
通
歴

史
教
材
に
批
判
的
な
記
事
を
掲
載
し
た
。

（71 ）

も
う
一
つ
の
主
要
日
刊
紙
『
ユ
ー
タ
ル

ニ
・
リ
ス
ト
』
も
、
犯
罪
を
相
対
化
し
、
責
任
を
平
等
に
負
わ
せ
る
よ
う
な
内
容
で

は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
か
ら
そ
の
利
用
が
推
奨
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
各
国
の
政
府
が
耳

を
傾
け
る
と
は
思
わ
れ
な
い
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
し
て
い
る
。

（72 ）

近
で
も
、
ク

ロ
ア
チ
ア
放
送
の
テ
レ
ビ
番
組
で
、
国
立
「
祖
国
戦
争
」
メ
モ
リ
ア
ル
・
ド
キ
ュ
メ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
ア
ン
テ
・
ナ
ゾ
ル
所
長
が
共
通
歴
史
教
材
の
ク
ロ
ア
チ

ア
現
代
史
に
関
す
る
内
容
を
「
ま
っ
た
く
学
問
的
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
」（73 ）

と
批
判

し
て
い
る
。
歴
史
研
究
者
か
ら
は
共
通
歴
史
教
材
を
擁
護
す
る
発
言
も
見
ら
れ
る
と

は
い
え
、
本
来
で
あ
れ
ば
こ
う
し
た
教
材
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
ク
ロ
ア
チ

ア
に
お
い
て
こ
そ
、
当
面
は
ご
く
限
定
的
に
し
か
そ
の
機
会
は
訪
れ
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。 

も
と
よ
り
「
慎
重
に
扱
う
べ
き
で
議
論
の
分
か
れ
る
諸
問
題
を
教
え
る
こ
と
」
を

狙
い
と
し
て
い
る
だ
け
に
、
共
通
歴
史
教
材
の
現
代
史
に
関
す
る
部
分
を
め
ぐ
っ
て

歴
史
研
究
者
だ
け
で
な
く
政
治
家
を
巻
き
込
ん
だ
論
争
が
生
じ
る
可
能
性
は
高
い
。

そ
う
し
た
論
争
が
各
国
の
歴
史
研
究
や
歴
史
教
育
に
資
す
る
よ
う
な
有
益
な
も
の

と
な
る
こ
と
に
期
待
し
た
い
。 
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む
す
び
に
か
え
て 

 
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
後
継
諸
国
を
含
む
南
東
欧
諸
国
に
お
け
る
共
通
教
材
作
成

の
試
み
は
、
歴
史
教
科
書
に
自
民
族
中
心
主
義
的
な
歴
史
観
が
反
映
さ
れ
や
す
い
こ

れ
ら
の
国
々
で
、
な
お
払
拭
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
住
民
ど
う
し
の
不
信
感
や
敵

対
心
を
多
少
な
り
と
も
和
ら
げ
る
効
果
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
柴
宜

弘
氏
が
「
教
育
省
が
多
大
な
権
限
を
も
つ
バ
ル
カ
ン
に
お
い
て
は
、
国
を
超
え
た
国

民
レ
ベ
ル
の
和
解
は
、
政
治
的
な
和
解
の
進
展
に
多
大
な
影
響
を
受
け
ざ
る
得
な
い
。

歴
史
教
育
に
よ
る
国
民
レ
ベ
ル
の
和
解
に
限
界
が
あ
る
こ
と
は
、
自
覚
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」

（7
4

）

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
試
み
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
こ

と
は
限
ら
れ
て
い
る
の
も
知
れ
な
い
。
各
国
の
歴
史
教
科
書
が
依
然
と
し
て
「
国
民

史
」
に
偏
り
、
そ
の
内
容
が
本
質
的
に
改
善
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

何
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
教
員
が
効
果
的
に
こ
う
し
た
教
材
を
用
い
な
い
限
り
、
和

解
に
向
け
た
信
頼
醸
成
と
い
う
本
来
の
目
的
を
実
現
す
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
常
に
各
国
政
府
の
支
援
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
新
た
な
教

材
が
教
室
で
使
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
な
ど
、
な
お
取
り
組
む

べ
き
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
試
み
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
例
え
ば
近
隣
諸
国
と
の
間
で
歴
史
教
科
書
問
題
を
抱
え
る
日
本
に
と
っ

て
も
大
い
に
参
考
に
な
る
部
分
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

   

注 
 

（
1
）Transitional Justice in the Form

er Yugoslavia, International C
enter for Transitional 

Justice, 2009, p.1. 

（
2
）“M

any in B
alkans Still See M

ore H
arm

 From
 Yugoslavia B

reakup,” G
allup N

ew
s, 

M
ay 18, 2017. [http://new

s.gallup.com
] 

各
国
に
お
け
る
「
利
益
を
も
た
ら
し
た

（B
eneficial

）
」
と
す
る
回
答
の
比
率
は
次
の
通
り
（
括
弧
内
は
「
損
失
を
も
た
ら
し
た

（H
arm

）」
と
す
る
回
答
の
比
率
。
こ
の
ほ
か
「
わ
か
ら
な
い
」
と
「
未
回
答
」
が
あ
る
）。

セ
ル
ビ
ア
四
％
（
八
一
％
）、
ボ
ス
ニ
ア
六
％
（
七
七
％
）
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
一
五
％
（
六

五
％
）
マ
ケ
ド
ニ
ア
一
二
％
（
六
一
％
）、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
四
一
％
（
四
五
％
）、
ク
ロ
ア

チ
ア
五
五
％
（
二
三
％
）
、
コ
ソ
ヴ
ォ
七
五
％
（
一
〇
％
）
。 

（
3
）Javno m

nenje Srbije. Politička i društvena situacija u Srbiji, B
eograd: C

eSID
, 

2016 (G
rafikon 10.3. M

išljenje o narodim
a sa prostora bivše Jugoslavije). 

「
好
ま
し

く
な
い
（N

epovoljno

）
」
と
す
る
回
答
の
比
率
は
次
の
通
り
（
括
弧
内
は
「
好
ま
し
い

（Povoljno

）」
と
す
る
回
答
の
比
率
。
こ
の
ほ
か
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
と
「
わ
か

ら
な
い
」
が
あ
る
）
。
コ
ソ
ヴ
ォ
の
ア
ル
バ
ニ
ア
人
四
二
％
（
二
六
％
）、
ク
ロ
ア
チ
ア
の

ク
ロ
ア
チ
ア
人
二
九
％
（
三
五
％
）
、
ボ
ス
ニ
ア
の
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ク
人
二
三
％
（
三
九
％
）、

モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
人
一
六
％
（
五
四
％
）
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
九
％
（
五
四
％
）
、
マ
ケ
ド
ニ

ア
人
八
％
（
五
八
％
）。 

（
4
）
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
後
継
諸
国
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
月
村
太
郎
編
『
解
体
後
の
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
が
詳
し
い
。 

（
5
）
「
和
解
」
の
概
念
に
関
し
て
は
、
阿
部
利
洋
「
プ
ロ
セ
ス
あ
る
い
は
触
媒
と
し
て
の
和

解
―
紛
争
後
社
会
に
お
け
る
和
解
概
念
を
ど
う
と
ら
え
る
か
―
」
佐
藤
章
編
『
紛
争
と
和

解
―
ア
フ
リ
カ
・
中
東
の
事
例
か
ら
―
』
（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
）
等
を

参
照
。 

12



ユーゴスラヴィア紛争と歴史教育から見た和解の試み 

（
6
）
柴
宜
弘
「
監
訳
者
解
説
」
南
東
欧
に
お
け
る
民
主
主
義
と
和
解
の
た
め
の
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ

Ｄ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
）
企
画
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
・
ク
ル
リ
総
括
責
任
（
柴
宜
弘
監
訳
）
『
バ
ル
カ

ン
の
歴
史
―
バ
ル
カ
ン
近
現
代
史
の
共
通
教
材
』
（
明
石
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
五
三
八

頁
。 

（
7
）
柴
宜
弘
「
バ
ル
カ
ン
諸
国
共
通
の
歴
史
認
識
を
つ
く
る
試
み
」
『
東
欧
史
研
究
』
二
四

（
二
〇
〇
二
年
）、
同
「
バ
ル
カ
ン
で
進
む
歴
史
副
教
材
の
出
版
」『
歴
史
評
論
』
六
三
二

（
二
〇
〇
二
年
）
、
同
「
歴
史
―
教
科
書
問
題
―
バ
ル
カ
ン
で
進
む
歴
史
教
科
書
を
通
じ

て
の
和
解
の
試
み
」
『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
一
五
（
二
）
（
二
〇
〇
三
年
）
、
同
「
地

域
史
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
―
バ
ル
カ
ン
諸
国
共
通
歴
史
副
教
材
の
『
戦
略
』
」

西
成
彦
・
高
橋
秀
寿
編
『
東
欧
の
二
〇
世
紀
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
、
同
「
共
通

歴
史
副
教
材
を
読
む
―
バ
ル
カ
ン
諸
国
の
和
解
の
試
み
」
東
京
大
学
教
養
学
部
歴
史
学
部

会
編
『
史
料
学
入
門
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
「
第
二
次
世
界
大
戦
を
ど
の
よ

う
に
理
解
す
る
か
―
バ
ル
カ
ン
11
ヵ
国
共
通
歴
史
副
教
材
か
ら
」
『
日
本
歴
史
学
協
会
年

報
』
二
二
（
二
〇
〇
七
年
）
、
同
「
歴
史
教
育
に
よ
る
和
解
の
試
み
―
バ
ル
カ
ン
諸
国
の

場
合
」
『
ア
メ
リ
カ
太
平
洋
研
究
』
一
一
（
二
〇
一
一
年
）
、
「
バ
ル
カ
ン
に
お
け
る
共
通

歴
史
教
材
づ
く
り
―
『
バ
ル
カ
ン
の
歴
史
―
バ
ル
カ
ン
近
現
代
史
の
共
通
教
材
』
か
ら
考

え
る
」
『
歴
史
学
研
究
』
九
一
九
（
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。 

（
8
）
百
瀬
亮
司
氏
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
は
「
歴
史
の
見
直
し
」
に
関
し
て
他
の
東
欧

諸
国
と
異
な
る
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
し
、
な
か
で
も
一
九
八
〇
年
代
初
期
に
す
で
に
「
公

式
歴
史
観
」
に
対
す
る
挑
戦
が
顕
在
化
し
て
い
て
い
た
点
を
挙
げ
て
い
る
。
百
瀬
亮
司
「
セ

ル
ビ
ア
の
歴
史
認
識
に
お
け
る
「
コ
ソ
ヴ
ォ
」
の
意
味
―
一
九
八
〇
年
代
の
議
論
か
ら
―
」

橋
本
伸
也
編
『
せ
め
ぎ
あ
う
中
東
欧
・
ロ
シ
ア
の
歴
史
認
識
問
題
―
ナ
チ
ズ
ム
と
社
会
主

義
の
過
去
を
め
ぐ
る
葛
藤
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
二
八
三
頁
。 

（
9
）
柴
宜
弘
「
バ
ル
カ
ン
現
代
史
研
究
の
現
状
と
課
題
―
旧
ユ
ー
ゴ
諸
国
の
第
二
次
世
界
大

戦
史
研
究
を
中
心
に
し
て
―
」『
史
學
研
究
』
二
六
三
（
二
〇
〇
九
年
）
七
頁
。 

（
10
）
柴
宜
弘
『
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
現
代
史
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
六
年
）
一
三
五
頁
。 

（
11
）
百
瀬
亮
司
「
歴
史
学
と
「
公
共
の
歴
史
」
の
狭
間
で
―
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
／
セ
ル
ビ

ア
史
学
の
射
程
と
盲
点
―
」『
歴
史
研
究
』
五
二
（
二
〇
一
五
年
）
二
四
頁
。 

（
12
）
柴
宜
弘
「
『
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
史
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
エ
ク
メ
チ
ッ
チ
・
グ
ロ
ス

論
争
と
そ
の
背
景
―
」『
東
欧
史
研
究
』
二
（
一
九
七
九
年
）
四
五
頁
。 

（
13
）D

am
ir A

gičić, “H
rvatska historiografija 1990-2010: struktura i glavni sm

jerovi 

razvoja,” H
rvatska kilo. O

 historiografiji i historičarim
a, Zagreb: Srednja Europa, 

2015, p.45. 

（
14
）H

istorija naroda Jugoslavije, 2 vols., Zagreb: Školska knjiga, 1953-59; Istorija 

naroda Jugoslavije, 2 vols., B
eograd: Prosveta, 1953-60.

『
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民

族
史
』
に
関
し
て
は
、
百
瀬
亮
司
「
歴
史
学
と
「
公
共
の
歴
史
」
の
狭
間
で
」
に
詳
し
い

紹
介
が
あ
る
。
ま
た
、
『
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
史
』
に
対
す
る
ク
ロ
ア
チ
ア
の
歴

史
家
の
取
り
組
み
に
関
し
て
は
、M

agdalena N
ajbar-A

gičić, “H
rvatski povjesničari i 

projekt H
istorija naroda Jugoslavije,” U

 skladu s m
arksizm

om
 ili činjenicam

a? 

H
rvatska historiografija 1945-1960., Zagreb: Ibis grafika, 2013, pp.301-371

等
を
参

照
。 

（
15
）Ivan B

ožič et al., Istorija Jugoslavije, B
eograd: Prosveta, 1972; V

ladim
ir D

edijer 

et al., H
istory of Yugoslavia, N

ew
 York: M

cG
raw

-H
ill, 1974. 

『
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

史
』
を
め
ぐ
る
論
争
に
関
し
て
は
、
柴
宜
弘
「
『
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
史
』
を
め
ぐ
る
諸

問
題
」
お
よ
び
百
瀬
亮
司
「
歴
史
学
と
「
公
共
の
歴
史
」
の
狭
間
で
」
に
詳
し
い
紹
介
が

あ
る
。 

（
16
）
百
瀬
亮
司
「
セ
ル
ビ
ア
の
歴
史
認
識
に
お
け
る
「
コ
ソ
ヴ
ォ
」
の
意
味
」
二
八
四
頁
。 

（
17
）D

am
ir A

gičić, “K
ongresi jugoslavenskih povjesničara – m

jesto suradnje ili polje 

sukoba,” H
rvatska kilo, pp.21-37

参
照
。
な
お
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
歴
史
家
協
会
同

盟
の
大
会
に
関
し
て
は
、
一
九
七
七
年
に
ノ
ヴ
ィ
サ
ド
で
開
催
さ
れ
た
第
七
回
大
会
の
参

13
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加
報
告
と
し
て
、
柴
宜
弘
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
歴
史
研
究
の
現
状
―
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
歴
史
家
第
７
回
大
会
を
通
し
て
―
」
『
西
欧
と
東
欧
に
お
け
る
「
近
代
」
の
総
合
的
研

究
』（
津
田
塾
大
学
国
際
関
係
研
究
所
、
一
九
七
八
年
）
が
あ
る
。 

（
18
）Paul H

ockenos, H
om

eland Calling. Exile Patriotism
 and the Balkan W

ars, Cornell 

U
niversity Press, 2003, p.46; Lenard J. Cohen, “Em

battled dem
ocracy: postcom

m
unist 

C
roatia in transition,” K

aren D
aw

isha et al. eds., Politics, Pow
er and the Struggle 

for D
em

ocracy in South-East Europe, C
am

bridge U
niversity Press, 1997, p.76. 

（

19

）D
avid 

B
ruce 

M
acD

onald, 
Balkan 

holocausts? 
Serbian 

and 
C

roatian 

victim
-centred propaganda and the w

ar in Yugoslavia, M
anchester U

niversity Press, 

2002, p.167. 

（
20
）
ブ
ラ
イ
ブ
ル
ク
は
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
と
国
境
を
接
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ケ
ル
ン
テ
ン
州

の
小
都
市
で
あ
り
、「
ブ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
悲
劇
」
と
は
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
に
「
ク
ロ
ア

チ
ア
独
立
国
」
を
逃
れ
て
こ
こ
ま
で
辿
り
着
い
た
人
々
が
、
結
局
は
パ
ル
チ
ザ
ン
に
引
き
渡

さ
れ
、
そ
の
場
で
、
あ
る
い
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
各
地
の
収
容
所
に
送
ら
れ
る
「
十
字
架

の
道
」（
死
の
行
進
）
で
処
刑
・
虐
殺
さ
れ
た
と
さ
れ
る
事
件
を
指
す
。
一
九
九
〇
年
の M

arko 

G
rčić et al., O

tvoreni dossier: Bleiburg, Zagreb: Stvaarnost, 1990
を
皮
切
り
に
数
多
く

の
著
作
が
あ
ら
わ
れ
、

近
で
は Florian Thom

as Rulitz, D
ie Tragödie von Bleiburg 

und Viktring. Partisanengewalt in Kärnten am
 Beispiel der antikom

m
unistischen 

Flüchtlinge, K
lagenfurt: M

ohorjeva - H
erm

agoras, 2012; B
lanka M

atkovich, C
roatia 

and Slovenia at the End and After the Second W
orld W

ar (1944-1945). M
ass C

rim
es 

and H
um

an Rights Violations C
om

m
itted by the C

om
m

unist Regim
e, Irvine: B

row
n 

W
alker Press, 2017 

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。 

（
21
）Ljiljana R

adonić, “U
niverzalizacija holokausta na prim

jeru hrvatske politike 

prošlosti i spom
en-područja Jasenovac,” Suvrem

ene tem
e, G

od. 3, B
r. 1, Zagreb: 

C
entar za politološka istraživanja, 2010, p.55. 

ヤ
セ
ノ
ヴ
ァ
ツ
や
ブ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
問
題

を
は
じ
め
と
す
る
ク
ロ
ア
チ
ア
に
お
け
る
「
歴
史
政
策
」
全
般
に
関
し
て
は
、Ljiljana Radonic, 

Krieg um
 die Erinnerung. Kroatische Vergangenheitspolitik zwischen Revisionism

us 

und europäischen Standards, Frankfurt am
 M

ain: C
am

pus Verlag, 2010

を
参
照
。 

（
22
）
セ
ル
ビ
ア
で
は
長
ら
く
チ
ェ
ト
ニ
ク
の
指
導
者
で
あ
り
、
一
九
四
六
年
に
逮
捕
さ
れ

死
刑
判
決
を
受
け
た
（
実
際
に
銃
殺
さ
れ
た
）
ド
ラ
ジ
ャ
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
の
名
誉

回
復
が
求
め
る
動
き
が
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
に
は
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
高
等
裁
判
所
が

当
該
判
決
を
無
効
と
す
る
判
決
を
行
い
、
そ
の
名
誉
回
復
が
実
現
し
た
。“Serbia 

R
ehabilitates W

W
II C

hetnik Leader M
ihailovic,” Balkan Insight, 14 M

ay 2015. 

[http://w
w

w.balkaninsight.com
] 

ま
た
、
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
傀
儡

国
家
「
ク
ロ
ア
チ
ア
独
立
国
」
時
代
に
ザ
グ
レ
ブ
大
司
教
を
つ
と
め
、
一
九
四
六
年
に
対

敵
協
力
な
ど
の
罪
状
で
懲
役
一
六
年
の
判
決
を
受
け
た
ア
ロ
イ
ジ
イ
ェ
・
ス
テ
ピ
ナ
ツ
に

対
し
て
、
ま
ず
一
九
九
二
年
に
ク
ロ
ア
チ
ア
議
会
が
事
実
上
の
名
誉
回
復
を
行
い
、
さ
ら

に
二
〇
一
六
年
に
ザ
グ
レ
ブ
県
裁
判
所
が
上
記
判
決
を
無
効
と
す
る
判
決
を
行
っ
て
い

る
。“C

roatia Q
uashes C

onviction of W
W

II C
ardinal Stepinac,” Balkan Insight, 22 

July 2016. [http://w
w

w
.balkaninsight.com

] 

（
23
）
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
の
名
誉
回
復
に
対
し
て
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
、
コ
ソ
ヴ
ォ
な

ど
か
ら
激
し
い
抗
議
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。“Croatian President Slam

s Chetnik G
eneral’s 

Rehabilitation,” 
Balkan 

Insight, 
14 

M
ay 

2015. 
[http://w

w
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